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優良農地確保のための
  「新規就農者優良農地バックアップ事業」がスタートしました！

① 優良農地確保のための「新規就農者優良農地バックアップ事業」がスタートしました！　　　　　　　　　　　　　　　　 

②③ 宮崎市では農地の未来を考える「人・農地プラン」の実質化の取り組みを進めています

④ 新規就農者優良農地バックアップ事業の概要、新農業委員を紹介します　                      

（対象地区：浮田地区）

＜貸し手＞
押川　始 さん

地元の農業委員である松田会長から伺った事業なので、安心して取り

組むことができました。

農地の保全など、維持管理についてもしっかりとした補助があるので、

何も心配することなく管理を行うことができます。

＜借り手＞
本田　進 さん

新規就農するにあたり、一番の壁と思っていた農地の確保について早

いうちに優良農地を確保していただいて大変助かっています。

また、農地の確保という不安がなくなることで、安心して研修を受け

ることができるので、今後もこの事業について、幅広く周知されれば

良いと思います。

＜農業委員会＞
松田　実 会長

この事業で一番大事なことは、新規就農者に現状で考えられる中での

ベストな優良農地を、いかに早く確保できるかということだと考えます。

今後も、優良農地の早期確保に努め、関係機関と連携しながら新規就

農者の支援を進めていきます。

＜※ 新規就農者優良農地バックアップ事業の概要は④に掲載＞
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新規就農者優良農地バックアップ事業の概要
新規就農者のために優良農地を確保することで、就農への不安を解消し、地域農業を支える担い手の
確保をするとともに、安心して研修等に取り組み、研修後は速やかに就農ができる環境を整えます。
また、新規就農者が就農するまでの間、保全管理を行うことで、遊休農地の発生防止を図ります。

【対象農地】
・2年以内に新たな担い手に貸し付けることが見込まれる農地
　※農振農用地、不整形でない、道路幅が狭くない、排水性や水利の確保ができる農地等
【補助対象】
・賃借料（水利費含む）上限100千円/10ａ以内　
・保全管理費（年1回以上）上限52千円/10ａ以内　
・軽微な土地改良費（畦畔除去・整地等）事業費の1/2以内　事業費の上限 100千円/10ａ
　※上記補助は3月末までに支払った経費が対象
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問い合わせ先：宮崎市農業委員会事務局／電話 ０９８５－２１－１７８４

宮崎市農業委員会
ジェイエイファームみやざき中央等

研修生等が就農するまでの間、ジェイエイファーム等と

地権者で利用権を設定し、保全管理を行います！
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宮崎市では農地の未来を考える「人・農地プラン」の実質化の取り組みを進めています

■人・農地プランの実質化に向けた流れ

【実施する人】
　地域の農業者
　農業委員
　農地利用最適化推進委員

【実施内容】
　農業者年齢、後継者の
　有無をアンケートで確認

【実施する人】
　地域の農業者
　農業委員
　農地利用最適化推進委員

【実施内容】
　農地利用の在り方を話し
　合う。　

【実施する人】
　行政

【実施内容】
　アンケート結果を地図に
　する。
　5年後10年後の農地の
　集積状況が一目で分かる
　ようにする。

【実施する人】
　行政

【実施内容】
　地域農業のこれからに
　ついて将来方針を公表
　する。※農業委員、農地利用最適化

　推進委員等がアンケート
　の配布・回収を行います。

継続的にプラン推進の状況を把握・確認しながら、農地の利用調整や
マッチングに積極的に取り組んでいきましょう！

＜実質化までの流れ＞
・R２. ９ 　アンケートの実施（49件）
　　　　　　　　　↓
・R２.10　アンケートの回収（33件）
　　　　　　　　　↓
・R２.10　地図の作成
　　　　　　　　　↓
・R２.11　座談会の開催
               　 （東山崎公民館）
　　　　　　　　　↓
・R３. ３ 　話し合いの取りまとめ・公表

今後、中間管理事業活用予定

＜農業委員からひとこと＞
　赤江地区には、高齢化や後継者不足、
農地の不整形や耕作地の点在などの問題
があり、まずは現状を把握し、10年後の
農地利用を検討する必要があるため、プ
ランの作成に取り組むことにしました。
　アンケートの依頼と回収が大変でした
が、農協や水利組合の役
員に協力していただき、
無事に終えることができ
ました。
　今後は、農地中間管理
事業等を活用した農地の
集積・集約化や後継者・
新規就農者の確保にむけ
た対策を検討していきた
いと思います。

農業委員

川 越　正 彦

■「人・農地プラン」とは
地域の農業は、担い手の高齢化、農地の遊休化など、人と農地の問題を抱えています。
地域の農業を維持していくためには、まず地域の農業者で、課題について認識を共有し、
課題解決に向けた将来方針を作成することが重要です。
地域で話し合いをして将来の方針をまとめたものが「人・農地プラン」です。

■「人・農地プラン」の実質化とは
アンケートの実施、地図の作成、地域での話し合い活動を通じて、農業者の年齢階層別
の就農や後継者の確保の状況を把握し、5年後・10年後の農地利用の将来方針を定める
ことです。

■農業委員、農地利用最適化推進委員の役割
農業委員、農地利用最適化推進委員の活動のひとつに、「担い手への農地利用の集積・
集約化」があり、その具体的な推進方法として、各地区の「人・農地プラン」に関する
話し合い活動に積極的に関与し、地域農業者の意向や農地の情報等の把握に努めています。

ステップ１
アンケートの実施 

ステップ５
「人・農地プラン」の実行

ステップ２
地図を作成 

ステップ３
地域での話し合い活動 

ステップ４
プランの実質化 

１. 氏名
２. 住所
３. 年齢
４. 後継者の有無
５. 経営の種類
６. 経営の意向
７. 5年後の農地の将来意向
　 ・継続して耕作する
　 ・貸したい
　 ・売りたい　など
8. 農地の困りごと

農地・農業経営に関する
アンケート

１. 地区の現状

２. 地区の課題

３. 農地の集約化に関する方針

４. 中心経営体の一覧

５. 具体的な取り組み
　 ・農地の貸付の意向　
　 ・農地中間管理機構の活用
　 ・基盤整備の取組
　 ・特産化作物の導入
　 ・鳥獣被害の防止
　 ・災害対策

実質化された「人・農地プラン」

人・農地プラン　事例１（赤江③地区）

＜実質化までの流れ＞
・R１.11　アンケートの実施（270件）
　　　　　　　　　↓
・R１.12　アンケートの回収（173件）
　　　　　　　　　↓
・R３. 6 　 地図の作成
　　　　　　　　　↓
・R３. 7 　 座談会の開催（古城中央公民館）

今後、話し合いの取りまとめ・公表

実情に応じた農地の有効活用の検討
（話し合い活動の継続）

＜農業委員からひとこと＞
　古城地区は、山あいの農地が多く、担
い手の多くが施設園芸を営んでいるた
め、水田を担う若手がいないという課題
があります。今後、さらに農家数が減少
するなか、どのように地域を維持、発展
させていくのかを話し合
う場の必要性を感じ、プ
ランの作成に取り組むこ
とにしました。
　農地への関心がなくな
りつつある現状ではあり
ますが、地域の方々から
多くの意見をいただくこと
で、より良い方向に進め
ていきたいと思います。

農業委員

鬼 塚　健 太

人・農地プラン　事例２（古城地区）

■人・農地プラン実質化の進捗状況
宮崎市内は110地区の「人・農地プラン」があり、

令和3年7月現在の進捗状況は右表のとおりです。

令和3年10月に宮崎市で開催される人・農地プラン

検討会に向けて各地区で鋭意作業を進めています。

区域 プラン
地区数

取組中の
地区数

実質化した
地区数

旧宮崎市域

佐土原町域

田野町域

高岡町域

清武町域

計

51

24

9

18

8

110

27

7

9

12

8

63

16

12

0

0

0

28

人・農地プランに関する問い合わせ
・宮崎市農政部農政企画課担い手対策係
　　　 電話　0985-21-1785

・宮崎市佐土原総合支所農林建設課
　　　 電話　0985-73-1114

・宮崎市田野総合支所農林建設課
　　　 電話　0985-86-1114

・宮崎市高岡総合支所農林建設課
　　　 電話　0985-82-1114

・宮崎市清武総合支所農林建設課
　　　 電話　0985-85-1106


